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2016年 2月 22日 

コンサルティングレポート 

<グローバル経営管理シリーズ> 

海外現地法人の管理体制整備 

～海外事業の拡大・加速に向けて～ 

経営コンサルティング部（大阪） シニアコンサルタント 山本 泰玄 

 

事業の成長をかけて、大企業のみならず、中堅企業でもアジアを中心に海外進出が加速している。 

 海外進出においては、事業拡大とともに、事業インフラとして管理体制（経理、人事労務、法務・コ

ンプライアンス等）の整備を行う必要があることは言うまでもない。 

 しかしながら、海外現地法人の設立は行ったものの、進出国の法規制、商慣習、社会習慣等について、

本社管理部門スタッフの知見及び情報が少なく、日本を基準とした管理ルールが、現地事業推進の妨げ

になっているケースを多く目にしている。 

 海外現地法人の管理における典型的な問題点は以下の通りである。 

 現地法人に対するガバナンス（統制）不足による、親会社経営方針との不整合、現地経営実態

が把握できない事態の発生 

 牽制機能の不備による、不正発生リスクの増大 

 現地法人の業容拡大時に管理体制整備を行う場合、現地実態の把握と仕組み構築に時間を要する 

 適切な人事労務管理の仕組みがないため、現地労働問題発生時の対応が困難 

適切な管理の仕組みなしでは、問題発生時に対症療法しかできず本質的解決が困難であり、今後の現

地事業展開の足かせとなる可能性がある。 

そこで本稿では、グローバル経営における「海外現地法人の管理体制整備」について焦点をあて解説

する。 

 

1. 海外現地法人管理体制整備の重要ポイント 

海外現地法人の管理体制整備を行うにあたっての重要ポイントは以下の 3点である。 

a. 経理業務の標準化 

各現地法人の会計処理方針を明確化し、処理方法を標準化することは、信頼性ある財務諸表の

作成に必要不可欠である。 

実現にあたっては、親会社経理部門の支援、指導も重要となる。 

 

b. 人事労務管理の仕組み整備 

採用、就業、労使関係規程の整備により、現地化（ローカル幹部、社員の採用・育成・定着）

を進めることが可能となる。 

労務管理体制の整備は、コンプライアンス（不正防止）の土台ともなる。
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c. 役割分担の明確化と権限委譲 

意思決定基準の整備により、親会社による決裁、親会社への報告制度を徹底する。権限委譲の

実現により、現地法人の意思決定スピード向上、現地オペレーションの効率化を図ることが可

能となる。 

 

2. 海外現地法人管理体制整備のプロセス 

以下では、海外現地法人の管理体制整備プロセスを具体的に解説する。 

a. 経理業務の標準化 

財務諸表の信頼性確保と不正防止のため、経理業務の最適化と牽制機能を導入する。現行業務

を最適化したうえで、文書化による業務の標準化を行う（次ページの図 1 参照）。伝票の発行

と出金を単独で行うなど、不正の温床となりうる業務手続きについて牽制機能を導入し、不正

防止とスタッフの保護を行う。  

① 実施事項 

フローチャートを活用し、現地法人の現状を棚卸のうえ検討、改善点を盛り込み経理処理

手続きとして標準化する。 

親会社経理部門や内部監査部門による定期的な訪問、指導、監査により、現地における運

用の定着状況、適切な会計処理についてのモニタリングを行う。 

② 標準化による期待効果 

文書化を行うことで、現状業務が可視化されるとともに、 

 リスクのある手続と対応する手続きの整備状況 

 業務の標準化、効率化を妨げている手続 

といった課題の抽出が容易となる。 

課題解決により、業務の標準化、財務諸表の信頼性確保、不正防止を実現する。 

 

b. 人事労務管理の仕組み整備 

労働問題への対応と現地スタッフのモチベーション向上を図るため、就業規則の作成と経営理

念・方針の浸透を図る仕組みの導入を行う。就業規則は貴社国内規則の考え方を踏襲しつつ、

他社成功事例も参考に現地弁護士の協力のもと、貴社独自の規則の策定を行う。 

合わせて、現地処遇制度の整備についても適宜弊社よりアドバイスをさせていただく。 

 

c. 役割分担の明確化と権限委譲 

現地への権限委譲を進め、経営スピード向上を図る一方、本社方針との整合と一定の統制を確

保するため、海外現地法人と本社の意思決定基準の見直しを行う。 

海外現地法人において、権限規程の前提となる業務分掌規程および職務権限規程を整備のうえ、

権限委譲する基準を明確化し、現地における決裁権限規程を作成する。 
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図 1 経理業務の標準化（例） 

 

 

3. まとめ 

 海外現地法人の管理体制整備は、今後の海外事業展開に必要不可欠である。今後の貴社の海外事

業展開の加速、そしてそれに伴う間接業務の増大によるオペレーショナルリスクに対応するため、

速やかに適切な管理の仕組み構築を行うことをお勧めする。 
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